
ぎふ木育ひろば認定要領 

 

平成２７年３月２０日恵森第６０３号 

一部改正 平成３０年３月２０日恵森第８２３号 

一部改正 令和 ３年３月３１日恵森第５１３号 

一部改正 令和 ４年３月３０日恵森第５９１号 

 

 

（目的） 

第１条 この制度は、岐阜県が、県産材を活用した木製品や木育教材を有し、だれもが身 

近に「ぎふ木育」を体験することができる屋内空間等を「ぎふ木育ひろば」として認定 

することにより、「ぎふ木育」を県内全域に普及・推進し、「ぎふ木育３０年ビジョン」（平 

成２５年３月策定）の実現に資することを目的とする。 

  

（認定の要件） 

第２条 認定の対象は、県内の児童館、図書館、子育て支援センター等のほか、特に知事 

が認める不特定多数の県民が出入りすることが可能な施設内の空間等で、以下の要件を 

満たす常設されたものとする。 

（１） 概ね４．８㎡（約３畳）以上の広さが確保され、ぎふ証明材を使った、木製品（家 

具や仕切り、内装材等）及び木育教材（木のおもちゃ等）が設置されていること。 

（２） ぎふ木育ひろばの管理者（以下、「施設管理者」という。）において、ぎふ木育の 

普及に関する行事等を実施する計画を有していること。 

２ ぎふ木育ひろばの認定を受けた施設のうち、ぎふ木育の地域への普及・推進を担う 

施設を、「地域支援拠点」として認定する。認定の要件は別に定めるものとする。  

 

（計画承認の手続き） 

第３条 認定を受けようとする施設管理者は、計画承認申請書（別記第１号様式）に、実 

施計画書（別記第２号様式）を添付し、知事に提出するものとする。 

２ 知事は、前項の実施計画書を審査し、第２条の要件を満たし、ぎふ木育を推進するた 

めに、計画を実施することが適当と認める場合に、計画承認通知書（別記第３号様式） 

を交付するものとする。 

  

（計画に対する支援） 

第４条 前条第２項の計画承認通知書の交付を受けた、認定を受けようとする施設管理者 

は、岐阜県ぎふの木で学校まるごと木製品導入事業実施要領（平成２４年３月２３日付 

け県流第６４５号林政部長通知）及び岐阜県ぎふの木育教材導入支援事業実施要領（平 



成２４年３月２３日付け林第７５９号林政部長通知）に基づき、ぎふ木育ひろばに必要 

な木製品及び木育教材の購入等に係る経費に対する補助金を受けることができる。 

２ 県は、承認した計画の実施について、前項に掲げる事業により、予算の範囲内で、重 

点的に支援を行う。 

  

（計画の変更申請） 

第５条 認定を受けようとする施設管理者は、第３条の承認を受けた計画について、以下 

の変更をする場合は、計画変更承認申請書（別記第４号様式）に変更部分を明示した実 

施計画書（別記第２号様式）を添付し、知事に提出しなければならない。 

（１）ぎふ木育ひろばを設置する施設の変更 

（２）導入予定の木製品及び木育教材の製品名の変更、若しくは、数量、経費の２０％を 

超える増減（ただし、入札等による減額であって、製品名、数量に変更がない場合を 

除く。） 

２ 知事は、前項に基づき、計画変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査 

し、適当と認められる場合は、計画変更承認通知書（別記第５号様式）を交付するもの 

とする。 

  

（認定） 

第６条 知事は、第４条の補助事業に係る実績報告書等により、ぎふ木育ひろばの認定要 

件を満たしたことを確認したときは、ぎふ木育ひろばとして認定し、認定証（別記第６ 

号様式）及び銘板を交付するものとする。 

なお、知事は、認定に際し、必要に応じて現地確認を行うものとする。 

 

（認定名簿への記載・抹消） 

第７条 知事は、ぎふ木育ひろばに関する情報を認定名簿（別記第７号様式）に記載する 

とともに、県のホームページで公開するものとする。 

２ 知事は、認定施設としてふさわしくない行為等があった施設又は運営を辞める施設に 

ついて、認定証及び銘板を返還させ、認定施設名簿から削除することができる。 

 

（変更に係る届出又は協議） 

第８条 施設管理者は、認定名簿に記載された事項に変更（認定の要件に係る事項の変更 

を除く。）があったときは、認定名簿の記載事項変更届（別記第８号様式）を知事に提 

出しなければならない。 

２ 施設管理者は、認定の要件に係る事項を変更するときは、あらかじめ記載事項変更協 

議書（別記第９号様式）により、知事に協議をし、承認を得なければならない。 

３ 知事は、前項の届が提出されたとき、又は、協議に対して承認したときは、認定名簿 



を更新するものとする。 

 

（施設管理者の責務） 

第９条 施設管理者は、ぎふ木育ひろばを多くの県民に開放するとともに、実施計画書に 

基づき、ぎふ木育を推進することとする。 

 

（認定施設の職員に対する研修） 

第１０条 県は、ぎふ木育に関する専門家等を認定施設に派遣し、認定施設の職員に対す 

る研修を実施することとする。 

 

（その他） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は知事が定めるものとする。 

 

附則 

この要領は、平成２７年３月２０日から施行する。 

この要領は、平成３０年４月 １日から施行する。 

この要領は、令和 ３年３月３１日から施行する。 

この要領は、令和 ４年４月 １日から施行する。 

 


